
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問合せ先 

資源循環局３Ｒ推進課長 津島 邦宏  Tel 045-671-2563 

 

令和４年４月１日に「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律（プラスチック資源

循環法）」が施行されました。 

横浜市では、市民の皆様に法律の趣旨をわかりやすくお伝えする、ＰＲショートムービーを 

３編（アメニティ編・カトラリー編、ハンガー編）作成しました。 

令 和 ４ 年 ４ 月 2 2 日 
資源循環局３Ｒ推進課 

横 浜 市 記 者 発 表 資 料 

ＰＲショートムービーは横浜市の動画ポータルサイトに掲載されています。 

アクセス先はこちら↓ 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLCFFEFFF4623E2694 

動画データをご希望の方は、以下のメール宛にご連絡ください。 

sj-3rsuishin@city.yokohama.jp（横浜市資源循環局３Ｒ推進課メールアドレス） 

 

なお、カトラリー編は市内の下記映画館にて映画前の広告で上映されます。 

（概要） 

〇上映される映画館 

・TOHO シネマズららぽーと横浜（横浜市都筑区池辺町４０３５−１ ららぽーと横浜 3F） 

・TOHO シネマズ上大岡（横浜市港南区上大岡西１丁目１８−５ mioka 3F） 

〇上映期間 

令和４年４月 22 日（金）～令和４年５月５日（木・祝） 

 

ハンガー編（30 秒） カトラリー編（30 秒） アメニティ編（30 秒） 


